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公益財団法人岩手県文化振興事業団第５６回理事会議事録 

 

１ 開催日時   令和３年６月１１日（金） 午後３時１５分～ 

 

２ 開催場所   岩手県民会館 第２会議室 

 

３ 出席者    理事総数 ９名 

         出席理事 ９名 

 

 

 

 

 

 

                  

監事総数 ２名 

         出席監事 ２名 

                監 事 佐々木 恵太    監 事 田村 均次 

         

４ 議 長  

  （代表理事選定まで） 理 事 山﨑  隆 

  （代表理事選定後）  理事長 高橋 嘉行 

 

５ 決議事項 

    議案第１号 理事長（代表理事）の選定について 

  議案第２号 業務執行理事の選定について 

  議案第３号 理事長の報酬額について 

  議案第４号 理事の報酬額について 

      

６ 議事の経過の要領及びその結果 

  定刻、総務部総務課長が理事会は定款第３５条の規定に定める定足数を満たし

ており、適法に成立した旨を告げ、開会を宣し、理事長が選定されるまで、山﨑

理事が議長として議事の進行をすることを求め、全員異議なく承認したため、次

の議案の審議に入った。 

 

 

 

 

理事長 高橋 嘉行 

理 事 熊谷 常正 

理  事  齋藤 哲子 

理 事 髙橋 廣至 

理 事 藁谷 収 

理 事 泉  裕之 

理  事  齊藤 邦雄 

理 事 柴田 和子 

理 事 山﨑  隆 
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（１）議案第１号 理事長（代表理事）の選定について 

  議長は議案第１号を上程し、総務部総務課長より別紙議案書に基づき説明 

 がなされ、審議の結果、全員異議なく次のとおり選定した。 

  

 理事長（代表理事） 住所 盛岡市小杉山 1番 19号 

氏名 高 橋 嘉 行 

 

 ここで、定款第３４条の規定により、議長を山﨑理事から高橋理事長へ交代し、 

以後の議事を進行した。 

（２）議案第２号 業務執行理事の選定について 

  議長は議案第２号を上程し、総務部総務課長より別紙議案書に基づき説明がな 

 され、審議の結果、全員異議なく次のとおり選定した。 

 

  業務執行理事  住所 盛岡市住吉町 13番 30-1304号 

          氏名 泉   裕 之 

  同    住所 北上市若宮町一丁目 7番 16-110号 

      氏名 齊 藤 邦 雄 

同    住所 盛岡市仙北町三丁目６番１０号 

      氏名 髙 橋 廣 至 

   同    住所 盛岡市東新庄一丁目 23番 25号 

      氏名 山 﨑   隆 

   同    住所 盛岡市山王町三丁目 23番 29号 

      氏名 藁 谷   収 

 

（３）議案第３号 理事長の報酬額について 

議長は議案第３号を上程し、総務部総務課長より別紙議案書に基づき説明がな

され、高橋理事長を除きその賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決

した。 

 

（４）議案第４号 理事の報酬額について 

   議長は議案第４号を上程し、総務部総務課長より別紙議案書に基づき説明がな

され、当該理事を除きその賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決し

た。 
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  以上をもって議事の全部の審議を終了したので、午後３時３０分に閉会を宣

し、解散した。 

上記議事の経過の要領及び結果を明確にするため、理事長及び監事が記名押印

する。 

 

 

 

令和３年  月  日 

     

     公益財団法人岩手県文化振興事業団 第５６回理事会 

               

  

         議  長                           印 

              

 

 

                  監  事                             印 

                         

 

 

           監  事                             印 


